
　 日 本 年 金 機 構 が 「 社 会 保 険 料 （ 国 民 年 金 保 険 料 ） 控 除 証 明 書 」 、「 公 的 年 金 源 泉 徴 収 票 」 を 送 付 し ま す 。

確 定 申 告 や 年 末 調 整 の 際 に 必 要 と な り ま す の で 、 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。

　 国 民 年 金 保 険 料 は 、 現 金 、 口 座 振 替 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 、P a y- e a s y 等 に よ る 納 付 に 加 え 、 ス マ ー ト

フ ォ ン ア プ リ を 使 用 し た 電 子 （ キ ャ ッ シ ュ レ ス ） 決 済 で も 納 付 が で き ま す 。 １ ０  月  か  ら  Ａ  Ｅ  Ｏ  Ｎ   Ｐ ａ ｙ  が

追 加 に  な り ま し た  。

令  和 ６ 年 １ 月 １ 日  か  ら   ９ 月 ３ ０ 日 ま で の 納 付 分 ▶  令 和 ６ 年 １ ０ 月 下 旬 か ら １ １ 月 上 旬 に 順 次 発 送

令 和 ６ 年 度 中 に 国 民 年 金 等 を 受 給 し た 方 ▶  令 和 ７ 年 １ 月 中 旬 以 降 発 送 予 定

年 金
だ よ り

① 納 付 書  

② ス  マ  ー ト フ ォ ン    

③ 決 済 ア プ リ

※ Ｐ ａ ｙ Ｂ と 提 携 し て い る 各 金 融 機 関 が 提 供 す る 決 済 ア プ リ を 含 む 。

　 詳 細 は 、P a y B の ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p s: / / p a y b. j p / fi n a n c e / ） を ご 覧 く だ さ い 。

お 問 い 合 わ せ ： 名 護 年 金 事 務 所 ☎ 0 9 8 0 -5 2 -2 5 2 2 控 除 証 明 書 ② 番 ▶ ② 番 ／ 源 泉 徴 収 票  ① 番 ▶ ② 番

村 民 課 ☎ 9 6 6- 1 2 0 5

● 社 会 保 険 料 控 除 証 明 書 （ ２ ０ 歳 か ら ６ ０ 歳 ま で 国 民 年 金 を 納 付 の 方 ）

● ご 利 用 に 必 要 な も の

● 対 象 決 済 ア プ リ

● 公 的 年 金 源 泉 徴 収 票

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 納 付 分 ▶  令 和 ７ 年  ２ 月 上 旬 に 発 送 予 定

☎ 0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 （ ナ ビ ダ イ ヤ ル ）
月  曜  日   午  前 ８ 時 ３ ０ 分  ～  午  後 ７ 時  ／  火  曜  日  ～  金  曜  日   午  前 ８ 時 ３ ０ 分  ～  午  後 ５ 時 １ ５ 分  ／  第 ２ 土  曜  日   午  前 ９ 時 ３ ０ 分  ～  午  後 ４ 時

源 泉 徴 収 票 再 発 行
専 用 ダ イ ヤ ル

☎ 0 5 7 0 -0 0 3 -0 0 4 （ ナ ビ ダ イ ヤ ル ）
月  曜  日  ～  金  曜  日   午  前 ８ 時 ３ ０ 分  ～  午  後 ７ 時  ／  第 ２ 土  曜  日   午  前 ９ 時 ３ ０ 分  ～  午  後 ４ 時

控 除 証 明 書 再 発 行
専 用 ダ イ ヤ ル

※ 再 発 行 に は 時 間 が か か る 場 合 が あ り ま す の で 、 早 め に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

い  つ  で  も ど こ で  も ス マ  ー ト フ ォ ン ア  プ リ で 納 付 で き ま す ！

国 民 年 金 保 険 料 は 全 額 が 社 会 保 険 料 控 除 の 対 象 と な り 、

税 額 が 軽 減 で き る 場 合 が  あ り ま す  。

※ お 問 い 合 わ せ の 際 は 、 基 礎 年 金 番 号 通 知 書 又 は マ イ ナ ン バ ー が 分 か る も の を ご 準 備 く だ さ い 。

a u P A Y ｄ 払  い Ｐ ａ ｙ Ｐ ａ ｙ 楽 天 ペ イ Ｐ ａ ｙ Ｂ ※ LI N E P a y A E O N P a y
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